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【勤続年数早見表】 

基準日は、令和８年８月３１日現在です。 

就労開始年月 勤続年数 区分 受賞対象者（確認事項） 

令和７年 ９月 １年 

対
象
外 〇 勤続「５年未満」の方は対象外 

令和６年 ９月 ２年 

令和５年 ９月 ３年 

令和４年 ９月 ４年 

令和３年 ９月 ５年 

5年 ○ 区内の指定障がい福祉サービス等事業所にて基準日時点

で引き続き「５年以上１０年未満」勤務している方 

令和２年 ９月 ６年 

令和元年 ９月 ７年 

平成３０年 ９月 ８年 

平成２９年 ９月 ９年 

平成２８年 ９月 １０年 

10年 
○ 区内の指定障がい福祉サービス等事業所にて基準日時点

で引き続き「１０年以上１５年未満」勤務している方 

平成２７年 ９月 １１年 

平成２６年 ９月 １２年 

平成２５年 ９月 １３年 

平成２４年 ９月 １４年 

平成２３年 ９月 １５年 

15年 
〇 区内の指定障がい福祉サービス等事業所にて基準日時点

で引き続き「１５年以上２０年未満」勤務している方 

平成２２年 ９月 １６年 

平成２１年 ９月 １７年 

平成２０年 ９月 １８年 

平成１９年 ９月 １９年 

平成１８年 ９月 ２０年 

20年 
○ 区内の指定障がい福祉サービス等事業所にて基準日時点

で引き続き「２０年以上２５年未満」勤務している方 

平成１７年 ９月 ２１年 

平成１６年 ９月 ２２年 

平成１５年 ９月 ２３年 

平成１４年 ９月 ２４年 

平成１３年９月 

以前 

２５年 

以上 
25年 

○ 区内の指定障がい福祉サービス等事業所にて基準日時点

で引き続き「２５年以上」勤務している方 

別紙３ 



2 

※ 推薦書で該当する区分の勤続年数が確認できること。 

※ 複数法人の経歴を通算する場合は、以前に勤務していた法人の「勤務証明書」が添付されていること。
その場合、勤務期間は継続していることが必要です。 

※ 病休、育休、産休等による実務に従事していなかった期間は勤続年数から除算となります。 

 

勤務月数の計算（１カ月未満の端数日は、繰り上げて１カ月とします。） 

就労開始月 勤務月数  就労開始月 勤務月数   

  ８月就労  １カ月    ２月就労   ７カ月   

  ７月就労  ２カ月    １月就労   ８カ月   

  ６月就労  ３カ月   １２月就労   ９カ月   

  ５月就労  ４カ月   １１月就労 １０カ月   

  ４月就労  ５カ月   １０月就労 １１カ月   

  ３月就労  ６カ月    ９月就労 １２カ月   

 

 


